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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月8日(2016.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一成分と第二成分とを含む複合短繊維であって、
　第一成分は、密度０．９０g/cm３～０．９４g/cm３の直鎖状ポリエチレン、および低密
度ポリエチレンを合わせて７５質量％以上含み、
　第一成分において、低密度ポリエチレンが、直鎖状ポリエチレンと低密度ポリエチレン
とを合わせた質量の１０質量％～２５質量％を占めるように含まれており、
　直鎖状ポリエチレンが、直鎖状ポリエチレンと低密度ポリエチレンとを合わせた質量の
７５質量％～９０質量％を占めるように含まれており、
　第二成分は、第一成分を構成する直鎖状ポリエチレンの融点よりも４０℃以上高い融点
を有するポリエステルを５０質量％以上含んでおり、
　繊維断面において、第一成分は繊維表面の少なくとも２０％を占めており、第二成分の
重心位置は繊維の重心位置からずれており、
　複合短繊維は、波形状捲縮および螺旋状捲縮から選ばれる少なくとも一種の捲縮を有し
ており、
　繊度が１．５～３．５dtexであり、繊維長が５～８０mmである、
顕在捲縮性複合短繊維。
【請求項２】
　前記直鎖状ポリエチレンの重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｑ
値：Ｍｗ／Ｍｎ）が２～３．５である、請求項１に記載の顕在捲縮性複合短繊維。
【請求項３】
　前記直鎖状ポリエチレンの融点が、前記低密度ポリエチレンの融点よりも高い、請求項
１または２に記載の顕在捲縮性複合短繊維。
【請求項４】
　前記複合短繊維におけるＪＩＳ　Ｌ　１０１５（２０１０年）に準じて捲縮数および捲
縮率を測定したとき、捲縮率と捲縮数の比（捲縮率／捲縮数）が１．２以下である、請求
項１～３のいずれか１項に記載の顕在捲縮性複合短繊維。
【請求項５】
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　第一成分と第二成分とを含む複合短繊維の製造方法であって、
　密度０．９０g/cm３～０．９４g/cm３の直鎖状ポリエチレン、および低密度ポリエチレ
ンを合わせて７５質量％以上含み、かつ低密度ポリエチレンが、直鎖状ポリエチレンと低
密度ポリエチレンとを合わせた質量の１０質量％～２５質量％を占め、直鎖状ポリエチレ
ンが、直鎖状ポリエチレンと低密度ポリエチレンとを合わせた質量の７５質量％～９０質
量％を占める第一成分と、
　第一成分を構成する直鎖状ポリエチレンの融点よりも４０℃以上高い融点を有するポリ
エステルを５０質量％以上含む第二成分とを、
　繊維断面において、第一成分が繊維表面の少なくとも２０％を占め、第二成分の重心位
置が繊維の重心位置からずれるように、溶融紡糸して、紡糸フィラメントを得ること、
　紡糸フィラメントをＴｇ２℃～９５℃（ただし、Ｔｇ２は第二成分に含まれるポリマー
成分のうち、最も高いガラス転移点を有するポリマー成分のガラス転移点）の範囲内にあ
る温度で１．８～５倍に延伸すること、
　延伸後のフィラメントに対し、捲縮数５山/25mm～２５山/25mmの範囲で機械捲縮を付与
すること、
　５０～１１５℃の範囲内にある温度でアニーリング処理を施すこと、
　アニーリング処理したフィラメントを５mm～８０mmの長さに切断すること
を含む、波形状捲縮および螺旋状捲縮から選ばれる少なくとも一種の捲縮を有しており、
繊度が１．５～３．５dtexである複合短繊維の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の顕在捲縮性複合短繊維を２０質量％以上含む、繊
維集合物。
【請求項７】
　前記顕在捲縮性複合短繊維の第一成分によって、繊維同士が接着されている不織布であ
る、請求項６に記載の繊維集合物。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の繊維集合物からなる、衛生物品の表面材。
【請求項９】
　請求項８に記載の表面材を含む、衛生物品。


	header
	written-amendment

